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�
（
規
則
第
五
七
号
）

１　

衛
生
対
策
課
の
分
掌
事
務
に
佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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�
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�
（
規
則
第
五
八
号
）

１　

屋
外
広
告
業
の
登
録
の
申
請
等
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

の
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
登
録
申
請
者
等
に
係
る
住
民
票

の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
九
条

及
び
第
九
条
の
三
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�（
規
則
第
五
九
号
）

１　

引
用
条
項
及
び
引
用
語
句
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関

係
）

２　

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�


�
（
規
則
第
六
〇
号
）

１　

健
康
福
祉
本
部
に
医
療
統
括
監
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
六
条
関
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項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
情
報
（
同
法
第
三
十
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
は
、
登
録
申
請
者
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
九
条
の
三
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
変
更
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更　

条
例
第
十
七
条
の
六

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
登

記
事
項
証
明
書
、
当
該
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
住

民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

二　

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更　

登
記
事
項
証
明
書
並

び
に
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
書
面

三　

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更　

法
定
代
理
人
に
係
る

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
四
号

の
書
面

四　

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
商
業
登
記
の
変
更
を

必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。）　

登
記
事
項
証
明
書

五　

条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更　

第
九
条
第
二
項
第
二

号
の
書
面

３　

第
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
登
録
申
請
者
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
」
と

あ
る
の
は
「
条
例
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
登
録
申
請
者
」
と
あ

る
の
は
「
条
例
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
読

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
保
健
福
祉
事
務
所
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
保
健
福
祉
事
務
所
管
理
規
則
（
平
成
十
八
年
佐
賀
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
条
例
第
二

十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

佐
賀
県
保
健
福
祉
事
務
所
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」

を
「
第
二
項
」
に
改
め
、「
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「（
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
八
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同

�

佐
賀
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
水
防
信
号
及
び
標
識
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
水
防
信
号
及
び
標
識
に
関
す
る
規
則（
昭
和
二
十
四
年
佐
賀
県
規
則
第
五
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
車
馬
」
を
「
第
十
八
条
に
規
定
す
る
車
両
」
に
改

め
る
。

　

第
二
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
警
戒
水
位
」
を
「
は
ん
濫
注
意
水
位
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�

佐
賀
県
水
防
信
号
及
び
標
識
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

����

　標旗
　約９０㎝

約６０㎝ 

佐賀県（赤）

　

第
二
表
中
「
第
二
表
」
を
「
別
表
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　
　
　

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

�

佐
賀
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

（青）
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第
二
条
第
一
項
第
百
九
十
八
号
か
ら
第
二
百
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
九
十
八　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
年
佐
賀
県
条
例

第
二
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
多
頭
飼
養
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ

と
。

百
九
十
九　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
届
出
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
百　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
八
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
る
助
言
又
は
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
二
百
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

二
百
の
二　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
助

言
に
関
す
る
こ
と
。

二
百
の
三　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
四
条
（
同
条
例
第
十
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
公
示
及
び
処
分
に
関
す

る
こ
と
。

二
百
の
四　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
例

第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
譲
渡
及
び
同
条

第
二
項
（
同
条
例
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る

講
習
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
百
の
五　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
捕
獲
又
は
殺
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

二
百
の
六　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
事
故
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
百
の
七　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
勧

告
、
公
表
及
び
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

二
百
の
八　

佐
賀
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

附　

則

��

���
���
�

改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
第
三
項
中
「
危
機
管
理
・
報
道
監
を
」
の
下
に
「
、
健
康
福
祉
本
部
に
医
療
統

括
監
を
」
を
加
え
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第

九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

医
療
統
括
監
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
県
立
病
院
好
生
館
の
移
転
及
び
運
営
形
態
に

１０
係
る
計
画
の
策
定
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



健
康
福
祉
本
部　
　
　

各
保
健
福
祉
事
務
所　
　
　

各　

保　

健　

所　
　
　

　

保
健
福
祉
事
務
所
処
務
規
程
（
平
成
十
八
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

第
二
条
第
一
項
第
百
八
十
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

百
八
十
八
の
二　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す

る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
一
項
第
百
九
十
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

百
九
十
六
の
二　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
ね
こ
の
引
取
り
に
関
す
る
こ
と
。

百
九
十
六
の
三　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
こ
と
。
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こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
百

八
十
八
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
項
第
百
九
十
六
号
の
次
に
二
号
を
加
え

る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

本　
　

庁　
　
　

現
地
機
関　
　
　

　

佐
賀
県
本
庁
決
裁
等
規
程
（
平
成
十
六
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

　

第
四
条
第
三
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

医
療
統
括
監

　

第
十
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

医
療
統
括
監
が
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
つ
い
て
、
医
療
統
括
監
が
不
在
の
と

き
は
、
医
療
統
括
監
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
副
本
部
長
又
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
課

長
若
し
く
は
室
長
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
佐
賀
県
文
書
規
程
の
一
部
改
正
）

２　

佐
賀
県
文
書
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
佐
賀
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
危
機
管
理
・
報
道
監
専
決
事
項
」
の
下
に
「
、
医
療
統
括
監
専
決
事

項
」
を
加
え
る
。

��

�
�
�
�
�
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地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

一　

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

一
三
、
八
三
四
人　

二　

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

一
八
一
、
九
五
〇
人　

三　

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

選
挙
区
名　
　
　
　
　
　

三
分
の
一
の
数

佐
賀
市　
　
　
　
　
　
　

五
三
、
八
九
四
人

唐
津
市
・
東
松
浦
郡　
　

三
七
、
二
〇
六
人

鳥
栖
市　
　
　
　
　
　
　

一
七
、
二
六
三
人

多
久
市　
　
　
　
　
　
　
　

六
、
一
四
四
人

伊
万
里
市　
　
　
　
　
　

一
五
、
五
八
七
人

武
雄
市　
　
　
　
　
　
　

一
三
、
八
〇
四
人
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政
党
の
名
称

自
由
民
主
党
佐
賀
県
鳥

栖
市
第
一
支
部

代
表
者
の

氏
名　
　

指
山　

清
範

会
計
責
任
者

の
氏
名　
　

樋
口　

拓
己

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

鳥
栖
市
宿
町
一
四
三
六
番
地

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

政
党
の
名
称

日
本
共
産
党
佐
賀
県
西

部
地
区
委
員
会

日
本
共
産
党
佐
賀
県
委

員
会

自
由
民
主
党
佐
賀
県
土

地
改
良
支
部

社
会
民
主
党
佐
賀
県
連

合自
由
民
主
党
佐
賀
県
看

護
連
盟
支
部

自
由
民
主
党
芦
刈
町
支

部自
由
民
主
党
七
山
支
部

異
動
事
項

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

新

上
村　

泰
稔

釘
宮
三
也
子

原　
　

憲
義

牛
嶋　

博
明

柴
田　

久
寛

陣
内
登
貴
子

南
里　

和
幸

平
野　

泰
造

鬼
塚　
　

敏

旧

平
野　

輝
子

上
村　

泰
稔

大
坪　

忠
典

柴
田　

久
寛

�
瀬　

映
二

大
塚　

昭
子

北
川　
　

晃

金
子　

清
登

吉
村　

陽
一

��

�
�
�
�
�
�
	



政
治
団
体
の
名
称

楢
崎
三
千
夫
後
援
会

保
利
こ
う
す
け
育
成
会

福
田
喜
一
後
援
会

全
国
社
会
保
険
推
進
連

盟
佐
賀
県
支
部

今
村
昌
幸
後
援
会

田
中
良
典
後
援
会

西
山
勝
後
援
会

内
川
修
治
後
援
会

全
国
旅
館
政
治
連
盟
・

佐
賀
県
支
部

竹
内
和
教
政
経
研
究
会

異
動
事
項

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新

渡
辺　
　

満

進
藤　

健
介

平
川　

岩
美

田
口　

良
雄

今
村
と
も
え

小
形　

朔
生

小
城
市
牛
津
町
上
砥
川
二

七
三
一
番
地

榊　

由
美
子

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿

乙
二
二
〇
二
番
五
五
の
一

伊
万
里
市
松
島
町
二
一
八

番
地

旧

岩
田　
　

哲

中
村　

康
久

山
口　

恒
雄

白
浜　

砂
雄

大
家　

和
義

小
形　

一
四

小
城
市
牛
津
町
上
砥
川
一

本
桜
七
二
―
二

内
川　

千
賀

嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
下
宿

乙
五
五
二

伊
万
里
市
松
島
町
二
〇
三

番
地
―
一

鹿
島
市
・
藤
津
郡　
　
　

一
一
、
三
五
八
人

小
城
市　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
一
九
五
人

嬉
野
市　
　
　
　
　
　
　
　

七
、
八
九
二
人

神
埼
市
・
神
埼
郡　
　
　

一
三
、
二
四
一
人

佐
賀
郡　
　
　
　
　
　
　
　

九
、
三
六
二
人

三
養
基
郡　
　
　
　
　
　

一
四
、
七
二
一
人

西
松
浦
郡　
　
　
　
　
　
　

五
、
八
九
二
人

杵
島
郡　
　
　
　
　
　
　

一
二
、
〇
一
三
人

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名

称
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

一　

政
党
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前
田
清
次
郎
後
援
会

日
本
遺
族
政
治
連
盟
佐

賀
県
支
部

九
州
電
力
労
働
組
合
政

治
活
動
委
員
会
佐
賀
支

部荒
木
鉄
也
後
援
会

田
中
ひ
で
か
ず
後
援
会

大
場
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

原
口
忠
則
後
援
会

社
団
法
人
佐
賀
県
柔
道

整
復
師
連
盟

中
村
雄
一
郎
後
援
会

池
田
義
正
後
援
会

角
田
正
子
後
援
会

上
峰
町
を
よ
く
す
る
会

ふ
じ
さ
き
輝
樹
後
援
会

生
き
る
智
恵
と
子
ど
も

の
未
来
を
考
え
る
会

黒
田
利
人
後
援
会

中
島
正
晴
後
援
会

横
尾
俊
彦
後
援
会

佐
賀
県
電
気
工
事
業
政

治
連
盟

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の

名
称

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

代
表
者

会
計
責
任
者

上
野
ツ
ワ
子

松
下　

伸
�

九
州
電
力
労
働
組
合
政
治

活
動
委
員
会
佐
賀
支
部

橋
本　

孝
行

堤　

与
志
昭

濱
田　
　

洋

山
崎　

信
孝

江
口　

文
明

森
山　

高
至

池
田　

章

佐
賀
市
諸
富
町
大
字
山
領

九
八
四
番
地

角
田　

正
子

原　
　

俊
信

佐
賀
市
大
和
町
大
字
久
池

井
三
三
〇
九

佐
賀
市
新
栄
西
一
―
四
―

六
〇

水
田　
　

明

福
島　

義
治

牛
島　

和
�

門
田　

憲
治

上
野
俊
次
郎

吉
岡　

弘
則

新
九
州
電
力
労
働
組
合
政

治
活
動
委
員
会
佐
賀
支
部

石
松　

秀
世

坂
本　

久
雄

脇
山　

信
久

米
倉　

時
嗣

糸
山　

一
義

小
嶋　

利
博

吉
牟
田
忠
雄

佐
賀
市
諸
富
町
大
字
山
領

三
二
四
番
地
一

角
田　

史
恵

吉
開　

鎮
男

佐
賀
市
大
和
町
尼
寺
一
四

八
五
―
五

佐
賀
市
駅
前
中
央
一
―
八

―
三
二
―
五
〇
三

岡
村　
　

進

中
島　
　

洋

鳥
越　

豊
治

古
賀　

正
信

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

政
党
の
名
称

自
由
民
主
党
佐
賀
県
伊
万
里
市
第
四

支
部

女
性
党
佐
賀
県
佐
賀
総
支
局

女
性
党
佐
賀
県
支
局

自
由
民
主
党
芦
刈
町
支
部

代
表
者
の
氏
名　
　

松
尾　

真
介

古
川　

敬
子

國
分　

妙
子

南
里　

和
幸

解
散
年
月
日

平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
八
年
三
月
三
一
日

��

�
�
�
�
�
�
	



政
治
団
体
の
名
称

つ
る
だ
貴
久
後
援
会

中
山
い
さ
お
後
援
会

小
山
明
後
援
会

土
井
よ
し
の
ぶ
後
援
会

陣
内
孝
雄
吉
野
ヶ
里
町
後
援
会

佐
賀
県
民
社
協
会

富
永
起
雄
後
援
会

石
丸
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

真
政
会

前
田
清
次
郎
後
援
会

原
口
弘
後
援
会

池
田
ま
ゆ
み
後
援
会
（
基
山
び
っ
き

の
会
）

東
脊
振
村
陣
内
孝
雄
後
援
会

�
木
三
夫
後
援
会

つ
つ
み
直
広
後
援
会

ひ
わ
た
し
伊
助
後
援
会

代
表
者
の
氏
名　
　

鶴
田　
　

勝

野
中　

敬
之

神
崎　

重
和

佐
古　

茂
広

江
頭　

正
則

園
田　

泰
郎

牟
田　
　

晃

吉
田　

俊
文

松
尾　

真
介

霜
村　

重
雄

原
口　
　

弘

三
浦　

早
苗

手
塚　

隆
美

山
野　

栄
一

畑
島　
　

剛

浦
田　
　

健

解
散
年
月
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
五
月
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
一
九
年
一
二
月
二
八
日

平
成
一
八
年
三
月
二
七
日

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

平
成
二
〇
年
二
月
二
三
日

平
成
一
九
年
一
二
月
一
九
日

平
成
一
九
年
四
月
三
〇
日

平
成
一
八
年
四
月
一
日

平
成
二
〇
年
三
月
一
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

一　

政
党



�� ����� �������� � � � � ����������� �

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

資
金
管
理
団
体
の

名
称

内
川
修
治
後
援
会

竹
内
和
教
政
経
研

究
会

藤
俊
信
後
援
会

異
動
事
項

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

公
職
の
種
類

新

佐
賀
県
議
会
議
員

伊
万
里
市
松
島
町
二
一
八
番

地有
田
町
議
会
議
員

旧

千
代
田
町
長

伊
万
里
市
松
島
町
二
〇
三
番

地
―
一

西
有
田
町
議
会
議
員

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
指
定
の

取
消
し
の
届

出
を
し
た
者

の
氏
名

松
尾　

真
介

原
口　
　

弘

公
職
の
種

類佐
賀
県
議

会
議
員

伊
万
里
市

議
会
議
員

資
金
管
理

団
体
の
名

称真
政
会

原
口
弘
後

援
会

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地　
　
　
　

伊
万
里
市
瀬
戸
町
一
二

三
五
―
五

伊
万
里
市
松
浦
町
山
形

五
八
三
三

代
表
者
の

氏
名　
　

松
尾　

真
介

原
口　
　

弘

届
出
年
月
日

平
成
二
〇
年

二
月
七
日

平
成
二
〇
年

二
月
二
五
日

��

�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　
　
　

佐
賀
県
職
員
の
管
理
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則

　

佐
賀
県
職
員
の
管
理
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
人
事
委
員
会

委
員
長　
　

馬　
　

場　
　

昌　
　

平　
　
　

東
内
健
吾
後
援
会

横
曽
根
法
道

平
成
一
九
年
一
二
月
三
一
日

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

松　
　

尾　
　

紀　
　

男　
　
　

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

梶
原　

睦
也

八
谷　

克
幸

公
職
の
種
類

嬉
野
市
議
会

議
員

佐
賀
県
議
会

議
員

資
金
管
理
団

体
の
名
称

梶
原
睦
也
後

援
会

八
谷
克
幸
後

援
会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

嬉
野
市
嬉
野
町
下
宿
乙
二
二

三
―
八

神
埼
市
神
埼
町
永
歌
二
八
九

代
表
者
の
氏

名梶
原　

睦
也

八
谷　

克
幸

生
き
る
智
恵
と
子

ど
も
の
未
来
を
考

え
る
会

近
代
政
策
研
究
会

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

公
職
の
種
類

佐
賀
市
新
栄
西
一
―
四
―
六

〇鳥
栖
市
長

佐
賀
市
駅
前
中
央
一
―
八
―

三
二
―
五
〇
三

佐
賀
県
議
会
議
員



�� ����� �������� � � � � ������������

「

６９
,３００
円

三
種

」
を

「

８６
,７００
円

二
種

６９
,３００
円

三
種

」

に
改
め
る
。

「

５３
,２００
円

三
種

」
を

　

別
表
第
三
の
六
の
表
の
６
級
の
項
中

「

６６
,５００
円

二
種

５３
,２００
円

三
種

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　
　
　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

馬　
　

場　
　

昌　
　

平　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

　
　
　

佐
賀
県
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
佐
賀
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
十
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
六
級
以
上
で
あ
る
も

の

　

別
表
第
六
の
６
級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

佐
賀
県
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

馬　
　

場　
　

昌　
　

平　
　
　

１
　
県
立
病
院
好
生
館
の
副
館
長
の
職
務

２
　
県
立
病
院
好
生
館
の
総
看
護
師
長
の
職
務

３
　
総
合
看
護
学
院
の
学
院
長
又
は
副
学
院
長
の
職
務

６
級

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

佐
賀
県
職
員
の
管
理
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
佐
賀
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
の
六
の
表
の
６
級
の
項
中

六　

医
療
職
給
料
表
�
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
六
級
の
職
員

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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